
全国子ども会安全共済会
ネット加入マニュアル

【単位子ども会-変更編】
【令和4(2022)年度】

令和4年9月29日現在

• 所属の県子連等および市子連等がネット加入手続き
が可能であることが単位子ども会のネット加入の条
件となります。

• ネット加入の取扱いの可否は所属の市子連等にご確
認下さい。

全子連・・・・全国子ども会連合会

県子連等・・・都道府県・政令指定都市子連

市子連等・・・契約者(市区町村子ども会連合組織等)

(注) 群馬県子連所属の単位子ども会を事例にしています。該当の単位子ども会は実際の単位子ども会ではありません。
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安全共済会ネット加入初期画面で
「ログイン」をクリックする。

下記の表示がでますので
「OK」をクリックします。

「パスワードを忘れた場合」をクリックすると下
記の表示がでますので「OK」をクリックします。

次ページのメールが登録されているアド
レスに送付されます。

メールが届かない場合は、全子連あてお
問い合わせください。
（メールアドレスの相違または全子連か
らのメール受信設定ができていない場合
が考えられます。）

全子連TEL 03-5319-1741

1.単位子ども会情報の変更

１-① パスワードの再発行

１-①-a パスワードを忘れた場合

「ログイン」画面に移動し、「ユ
ーザーID」を入力し下段にある「
パスワードを忘れた場合」をクリ
ックする。
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届いたメールに記載されている「パスワード」を入力し改めて
ログインします。

ログイン後のパスワードの変更は次ページ「①-1-b パスワー
ドを変更する場合」を確認願います。

１-①-a パスワードを忘れた場合
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ログイン後画面上段の「単位子ども会情報」のタブを選択し、下
段の「パスワード変更」をクリックします。

「現在のパスワード」「新しいパスワード」「パスワード確認」
を入力し、「保存」をクリックします。

「新しいパスワード」=「パスワード確認」となります。

左記表示が出て
パスワード変更
が完了します。

１-①-b パスワード変更する場合
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1-② 単位子ども会情報 変更できる項目

【変更できる項目】

代表者名

郵便番号

住所

電話/携帯

メールアドレス

パスワード

ログイン → 単位子ども会情報を
選択し、下段の「単位子ども会情報
変更」をクリックします。

1-③ 単位子ども会情報

変更できない項目

【変更できない項目】

所属団体名

契約者名・単位子ども会名

学区・地区名

単位子ども会コード

ユーザーＩＤ

変更項目選択して変更・訂正し
、下段の「保存」をクリックす
ると手続きが完了します。
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2.加入者情報の変更 2-① 加入者の氏名・性別・年齢の変更

2-①-a データ入力30日 以内 の変更

単位子ども会のネット画面で変更が可
能です。

ログインすると「加入者情報」画面が
表示されます。

左記画面の「NO.」欄が青く表示され
ている加入者が30日以内の加入者で
す。

「NO.」をクリックすると右記「加入
者情報の編集」が表示されますので訂
正内容を入力し保存してください。

右端の マークをクリックすると加入者情報が削除されます
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2.加入者情報の変更

2-①-b データ入力30日 経過後 の変更

2-① 加入者の氏名・性別・年齢の変更

① 変更・訂正する該当加入者のNo.をクリックすると「加入者情報 備考欄
の編集」という画面が表示されます。

データ入力後30日を経過している加入者のNo.は青く表示されていません。

② 備考欄に変更・訂正内容を入力し、「保存」します。
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2-② 加入者の追加

① 加入者登録リストの右端の「追加」情報画面右下段の「追加」をクリックします。

③ 加入申込書〈共済様式〉加入-11S
を市子連等に提出し、共済掛金等の
振込手続等をします。

② 「加入者情報の追加登録」の画面が表
示されますので、追加する加入者情報を入

力後、「保存」をしてください。

2.加入者情報の変更

＜共済様式＞加入-11S 安全共済会掛金等報告書
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2.加入者情報の変更

転入＝安全共済会にすでに加入している被共済者が転居等により異動してくること。
安全共済会共済掛金等は転入先では必要ありません。
ただし、県子連等、市子連等の会費については転入先単位子ども会から所属の県子
連等・市子連等にご確認願います。

ネット上での手続きは次のとおりとなります。

① 加入者情報画面の「加入者登録リスト」右に表示されている「追加」を選択
します。

② 表示された加入者情報の追加登録画面に転入者の情報を入力し、「備考欄」
に転出先の市子連等名・単位子ども会名・転入日を入力します。

③ 入力が完了しましたら「保存」をクリックし手続き完了です。

2-③ 加入者の転入

2-④ 加入者の転出

転出する場合は手続きは不要 → 転入先で手続きをするため

④ 入力が完了しましたら＜共済様式＞加入-21S変更届を所属の市子連等に提出
願います。
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2-⑤ 加入者情報の削除(登録後30日経過後の削除)

次のいずれかの方法で全子連および市子連にご連絡願います。

（１）備考欄に削除と入力し、削除依頼を単位子ども会の登録メールアドレスから全子連あてメールにてご連絡願います。

→ 備考欄の内容を確認して全子連にてデータを削除します。

（２）登録されたメールアドレスからから全子連あて＜共済様式＞加入-21S変更届もしくは別途作成した削除データをメールに添付してご連絡願います。

→ 削除依頼データに基づき全子連にて加入者情報を削除します。

いずれの場合も市子連等にも同時にメールを送信してください。(市子連のアドレスが不明の場合は市子連宛に変更届にてご連絡願います。)

なお、メールの本人確認のために次の項目をメールに記載願います。

① 所属の市区町村子連名
② 単位子ども会名
③ 単位子ども会代表者名

削除が完了しましたら単位子ども会あて全子連から完了メールを送信します。

全子連アドレス kyosai-net@kodomo-kai.or.jp
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年間行事の変更・追加ができるのは行事実施日の
前日までです。行事実施当日以降の変更・追加は
できません。

【変更可能時期】
実施予定日・・・上旬・・・・・前月末日まで
実施予定日・・・中旬・・・・・当月10日まで
実施予定日・・・下旬・・・・・当月20日まで

年間行事の追加は「行事登録」を選択し、新規登
録同様に入力後保存をして登録してください。

年間行事の中止は特に手続きは不要です。

注

3.年間行事の変更・追加

単位子ども会のネット画面で変更が可能です。
ログインすると「加入者情報」画面が表示されます。
上段のタブの中から「年間行事」をクリックすると下記画面が表示されます。

左端の青く表示されている「NO.」をクリックすると「年間行事の編集」が表
示されますので訂正内容を入力後保存してください。

右端の マークをクリックすると年間行事が削除されます。

訂正内容を入力
し「保存」して
ください。
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上記画面の「No.」欄が青く表示されている活動が変更可能です。
「No.」をクリックすると「日常定例活動の編集」が表示されますので、訂
正内容を入力後保存してください。

日常定例活動の中止は特に手続きは不要です。

市子連等が主催している行事に参加する場合は、市子連等の
行事を日常定例活動に登録してください

4.日常定例活動の変更・追加

単位子ども会のネット画面で変更が可能です。
ログインすると「加入者情報」画面が表示されます。
上段のタブの中から「日常定例活動」をクリックすると
下記画面が表示されます。

日常定例活動の追加は「定例活動登録」を選択し、新規登録
同様に入力後に保存をして登録してください。

訂正内容を入力
し「保存」して
ください。
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安全共済会ネット加入ホームページ画面下段にある「共済様
式ネット用」から共済様式を取り出して利用願います。

5.＜共済様式＞加入-21S 変更届(ネット加入用)

12


